
証券コード：3791

第34回　定時株主総会
招集ご通知

株主総会にご出席いただけない場合

書面（郵送）により議決権を行使くださいます
ようお願い申し上げます。
議決権行使期限
2023年８月28日（月曜日）午後６時30分まで

開催日時
2023年８月29日（火曜日）午前11時
受付開始：午前10時

開催場所
東京都三鷹市下連雀三丁目38番４号
三鷹産業プラザ　７階　703-705会議室

議　　案
第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役４名選任の件
第３号議案　監査役３名選任の件
第４号議案　役員賞与支給の件
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証券コード　3791
2023年８月14日

（電子提供措置の開始日　2023年８月８日）

株 主 各 位
東京都武蔵野市中町二丁目１番９号

株式会社ＩＧポート
代表取締役社長 石 川 光 久

　当社ウェブサイト
http://www.igport.co.jp/ir/calender.html

　東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第34回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。
　さて、当社第34回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知
申し上げます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提
供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の各ウェブ
サイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認
くださいますようお願い申し上げます。

(上記ウェブサイトにアクセスいただき、「第34回定時株主総会招集ご通知を
掲載」を選択いただき、ご確認ください。)

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「Ｉ
Ｇポート」又は「コード」に当社証券コード「3791」を入力・検索し、「基
本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主
総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）によって議決権を行使するこ
とができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、本招集ご通
知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただ
き、2023年８月28日（月曜日）午後６時30分までに到着するようご返送くだ
さいますようお願い申し上げます。

敬　具
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１. 日　　　時 2023年８月29日（火曜日）午前11時
２. 場　　　所 東京都三鷹市下連雀三丁目38番４号

三鷹産業プラザ　７階　703-705会議室
　末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただ
き、お間違えのないようご注意願います。

３. 会議の目的事項
報告事項 １. 第34期(2022年６月１日から2023年５月31日まで)

　　事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監
　　査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第34期(2022年６月１日から2023年５月31日まで)
　　計算書類の内容報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役４名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 役員賞与支給の件

記

４. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
(1) 議決権行使書において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の
表示があったものとしてお取り扱いいたします。

(2) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１
名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明
する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

以　上

◎ 当日ご出席の際には、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書
用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます｡

◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の当社ウェブサイト
及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたしま
す。

◎ 本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項
を記載した書面をお送りいたします。
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件
当社は、経営や財政状態に加え中期的な見通しも勘案したうえで、安定的な
配当を決定するという方針のもと、連結配当性向は25％程度を目安に実施し
ていくことを基本方針としております。
この方針に基づき、第34期の期末配当につきましては、以下のとおりとい

たしたいと存じます。
　（１）配当財産の種類
　　　　金銭
　（２）配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　　　　当社普通株式１株につき金40円
　　　　総額192,927,400円
　（３）剰余金の配当が効力を生じる日
　　　　2023年８月30日
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候補者番号 1 い し

石
か わ

川
 

　
み つ

光
ひ さ

久（1958年10月30日生） 再任
　　

所有する当社の株式数
974,300株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1987年    12月 有限会社アイジータツノコ設立 代表取締役
    1990年    6 月 当社設立 取締役
    1994年    8 月 当社代表取締役社長
    1997年    5 月 Production I.G.,LLC設立

イニシャルマネージャー（現任）
    2007年    11月 株式会社プロダクション・アイジー設立 代表取締役社長
    2019年    8 月 当社代表取締役社長 CEO（現任）
    2022年    8 月 株式会社プロダクション・アイジー 代表取締役会長 

(現任)
取締役候補者とした理由
石川光久氏は、長年に亘り当社グループの経営の指揮を執り、事業の
拡大に貢献してまいりました。その実績、能力、アニメーション業界
における広い人脈と企業経営者としての豊富な経験と適応力から、グ
ループ経営の監督者として、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者番号 2 ほ

保
さ か

坂
 

　
よ し

嘉
ひ ろ

弘（1955年３月８日生） 再任
　　

所有する当社の株式数
132,600株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1984年    9 月 株式会社エニックス（現株式会社スクウェア・エニッ

クス）入社
    1994年    6 月 同社取締役出版企画部長
    2001年    4 月 同社取締役出版事業部長
    2001年    6 月 株式会社マッグガーデン設立 代表取締役社長
    2007年    8 月 当社取締役
    2015年    8 月 株式会社マッグガーデン代表取締役会長（現任）
    2019年    8 月 当社取締役 COO（現任）
取締役候補者とした理由
保坂嘉弘氏は、出版業界において長年培ってきた豊富な知識や経験を
活かし、作家や編集者の育成とグループの業績向上に大いに貢献して
まいりました。今後もその実績と見識によって、グループの発展に貢
献することを期待し、引き続き取締役候補者といたしました。

第２号議案 取締役４名選任の件
　取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つき
ましては、経営体制強化のため１名増員し、取締役４名の選任をお願いするも
のであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号 3 く り

栗
も と

本
 

　
の り

典
ひ ろ

博（1968年４月24日生） 新任
　　

所有する当社の株式数
2,200株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1987年    4 月 山吉証券株式会社入社
    1999年    4 月 メディテック株式会社入社
    2005年    7 月 株式会社プロダクション・アイジー（現 当社）入社
    2007年    11月 株式会社プロダクション・アイジー（分割新設会社）

入社
    2016年    8 月 株式会社プロダクション・アイジー管理部長 兼 当社

管理担当執行役員
    2019年    9 月 当社入社 管理担当執行役員（現任）
取締役候補者とした理由
栗本典博氏は、当社入社以来、財務、開示業務に携わり、管理部長を
務める等、豊富な業務経験を有しております。当社グループの管理体
制の強化を図り、中長期的な成長と企業価値の向上に貢献することを
期待し、取締役の候補者といたしました。

候補者番号 ４ ば ん

板
ど う

東
 

　
こ う

浩
じ

二（1953年11月23日生） 再任 社外 独立役員
　　

所有する当社の株式数
0株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1977年    4 月 日本電信電話公社（現NTT）入社
    1998年    7 月 株式会社NTTぷらら代表取締役社長
    2015年    12月 ジャパンケーブルキャスト株式会社取締役(現任)
    2019年    7 月 株式会社NTTぷらら EP(Executive Principal)

株式会社ネクストベース取締役（現任）
    2019年    8 月 当社社外取締役就任（現任）
    2021年    1 月 吉積ホールディングス株式会社取締役（現任）
    2021年    5 月 JNSホールディングス取締役（現任）
    2021年    11月 日本PCサービス株式会社取締役（現任）
    2023年    6 月 テック情報株式会社代表取締役会長（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要、就任年数
板東浩二氏は、経営者として豊富なキャリアと高い見識を有しており
ます。映像配信サービスに関する専門知識や会社経営者としての経験
に基づく企業経営全般に関する意見を、客観的に経営に反映していた
だくため、引き続き社外取締役候補者といたしました。
社外取締役に就任してからの年数は、本総会の終結の時をもって、４
年であります。

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 板東浩二氏は、社外取締役候補者であります。
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３. 当社は板東浩二氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423
条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約
に基づく損害賠償責任の限度額は、120万円以上又は会社法第425条第１項に
定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。同氏が再任された場
合、当該契約を継続する予定であります。

４. 当社は、2005年７月以降の取締役、監査役、執行役員及び子会社役員を被保
険者として、役員等賠償責任保険(Ｄ＆Ｏ保険)契約を締結しております。保険
料は全額会社が負担しております。

５. 板東浩二氏は、すでに独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
同氏が再任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
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候補者番号 １ な か

中
の

野
 

　
ひ ろ

広
ゆ き

之（1957年12月27日生） 再任
　　

所有する当社の株式数
17,800株

略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
    1981年    4 月 日本タイプライター株式会社入社
    1998年    10月 株式会社イング（現当社）入社
    2004年    8 月 当社執行役員管理部長
    2016年    8 月 当社監査役（現任）
監査役候補者とした理由
中野広之氏は、経理、財務、総務の管理部長として長年携わり、当社
の業務活動の全般に精通しており、当社の監査に活かすことが期待で
きるため、監査役候補者といたしました。

候補者番号 ２ お け

桶
だ

田
 

　
だ い

大
す け

介（1975年９月24日生） 再任 社外 独立役員
　　

所有する当社の株式数
0株

略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
    2003年    11月 司法試験合格
    2005年    10月 弁護士登録　北浜法律事務所入所
    2010年    11月 弁護士法人北浜法律事務所に移籍
    2014年    8 月 当社社外監査役（現任）
    2016年    3 月 牛鳴坂法律事務所に移籍
    2018年    10月 株式会社ブシロード社外取締役（現任）
    2019年    10月 シティライツ法律事務所に移籍（現任）
    2022年    12月 株式会社Plott社外監査役（現任）
社外監査役候補者とした理由、就任年数
桶田大介氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、
主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただくため、
社外監査役候補者といたしました。
なお、同氏は直接経営に関与された経験はありませんが、上記の理由
により社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判
断いたしました。
社外監査役に就任してからの年数は、本総会の終結の時をもって、９
年であります。

第３号議案 監査役３名選任の件
　監査役全員（３名）は、迅速な経営判断と経営効率を高めるため、本総会の
終結の時をもって任期満了により退任いたします。つきましては、監査役３名
の選任をお願いするものであります。
　本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号 3 き

木
も と

本
 

　
け い

恵
す け

輔（1974年10月５日生） 再任 社外 独立役員
　　

所有する当社の株式数
0株

略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
    1999年    10月 太田昭和監査法人(現EY 新日本有限責任監査法人) 入

所
    2002年    7 月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所
    2009年    12月 監査法人双研社 代表社員
    2017年    9 月 明星監査法人設立 代表社員（現 任）
    2019年    8 月 当社社外監査役（現任）
社外監査役候補者とした理由、就任年数
木本恵輔氏は、会計士としての豊富な経験と専門知識を有しており、
幅広い視野と 高い知見を当社の監査に活かすことが期待できるた
め、社外監査役候補者としました。
なお、同氏は明星監査法人の経営者として、監査・コンサルティング
業務を通じて 豊富な企業経営に関する知見を有しております。上記
の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるも
のと判断いたしました。
社外監査役に就任してからの年数は、本総会の終結の時をもって、４
年であります。

（注）１．当社の子会社である株式会社プロダクション・アイジーは桶田大介氏との間に
顧問契約を締結しております。その他の候補者と当社との間には特別の利害関
係はありません。

２．桶田大介氏及び木本恵輔氏は、社外監査役候補者であります。
３．当社は、桶田大介氏及び木本恵輔氏との間で会社法第427条第１項の規定に基

づき、同法第423条 第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当
該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、120万円以上又は会社法第425条第１
項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。桶田大介氏及び
木本恵輔氏の選任が承認された場合、両氏との間で当該契約を継続する予定で
あります。

４．桶田大介氏及び木本恵輔氏は、すでに独立役員として㈱東京証券取引所に届け
出ております。両氏が再任された場合、引き続き独立役員となる予定でありま
す。
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第４号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役３名（うち社外取締役１名）及び監査役３名（うち社外

監査役２名）に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額10,000千円
（取締役分8,200千円（うち社外取締役分700千円）、監査役分1,800千円
（うち社外監査役分１,000千円））を支給いたしたいと存じます。
なお、役員賞与は業務貢献度に応じて評価し、各取締役及び各監査役に対す
る金額は、取締役については独立社外取締役の意見を聴取したうえで取締役会
の決議に、監査役については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

以　上
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(自　2022年 6 月 1 日
至　2023年 5 月31日)
事　業　報　告

１. 企業集団の現況
　(1) 当事業年度の事業の状況
　　① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の感
染症法上の位置づけが「５類」に移行し、社会経済活動は正常化が進み景
気は持ち直しの動きがみられました。また、海外のリスクマネーの流入に
より日経平均株価はバブル経済崩壊後の高値を更新する等、明るい兆しも
見え始めました。一方、東欧や東アジアでの地政学リスクの高まりや、原
材料やエネルギー価格の高騰に加え、世界的な金融引締め等を背景とした
世界経済の減速が懸念されており、先行きは不透明な状況で推移しており
ます。

当社グループを取り巻く経営環境について、アニメーション産業は、一
般社団法人日本動画協会による「アニメ産業レポート2022サマリー」
2023年１月発表によれば、コロナ禍に直撃された2020年は、2010年か
ら2019年まで10年連続で伸び続けていたアニメ産業市場は前年比96.5％
と減少しましたが、制作受注案件や企画数は増えており底堅い需要に支え
られ、パンデミックが続く翌年2021年は、前年比113.3％の２兆7,422億
円という大幅な増額となりました。また、海外市場においても前年に比べ
740億円増加し１兆3,134億円（前年比106％）となり成長基調となって
おります。

出版産業は、全国出版協会・出版科学研究所による2023年１月25日付
発表によれば、紙と電子を合算した2022年の出版市場は、前年比2.6％減
の１兆6,305億円となりました。紙出版が引き続き前年比6.5％減となる一
方で、これまで二桁成長を続けてきた電子出版は7.5％増にとどまり、紙
の減少分をカバーできなかったという結果となりました。電子出版市場は
5,013億円となり、その内訳は電子コミック4,479億円（8.9％増）、電子
書籍446億円（0.7％減）、電子雑誌88億円（11.1％減）となり、電子出
版市場における電子コミックの市場占有率は89.3％となっております。

このような情勢のもと当社グループは、テレビ・配信・ビデオ用アニメ
ーション、劇場用アニメーション、その他にゲーム用、プロモーション
用、実写等の制作を行う映像制作事業、コミック誌、書籍（コミックス、
ノベルス、原作ガイドブックを含む）の企画・製造・販売及び電子コミッ
クスの配信を行う出版事業、映像作品等へ出資することによる二次利用か
ら生じる収益分配を主とする版権事業を中心に行い、前期に比べ減収増益
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となりました。
これらの結果、当連結会計年度の売上高は11,163,699千円（前期比

6.0％減）、経常利益は999,736千円（前期比74.0％増）、映像マスター
及びコンテンツ資産の減価償却費の一部について、税務上、前期に損金算
入されないものが当期に損金算入されたため、法人税額が少なくなったこ
とにより、親会社株主に帰属する当期純利益は766,823千円（前期は
5,751千円の親会社株主に帰属する当期純利益）となりました。

　　セグメントの業績は次のとおりであります。
[映像制作事業]

映像制作事業におきましては、テレビ・配信用アニメーション「天国
大魔境」「SPY × FAMILY」「絆のアリル」「火狩りの王」
「ULTRAMAN」Final Season等、劇場用アニメーション「PSYCHO-
PASS サイコパス PROVIDENCE」「蒼穹のファフナー BEHIND THE 
LINE」「らくだい魔女 フウカと闇の魔女」、その他プロモーションビ
デオ・ＣМ・ゲーム・遊技機のアニメーションを納品しました。映像制
作事業では、物価の高騰により人件費やＣＧ制作費、外注費等が高騰
し、制作期間の長期化により、一部の作品については受注損失引当金を
計上する作品もありました。

以上により、当事業の売上高は6,106,968千円（前期比2.5％増）、営
業利益は87,161千円（前期は402,799千円の営業損失）となりました。

[出版事業]
出版事業におきましては、コミック誌の定期刊行物は「月刊コミック

ガーデン」（12点）を刊行しました。書籍（コミックス、ノベルス、原
作ガイドブックを含む）は「魔法使いの嫁」「転生貴族の異世界冒険
録」「魔道具師ダリヤはうつむかない～Dahliya Wilts No More～」の
最新刊等、116点を刊行しました。書店向け出版売上はほぼ前年並みと
なりましたが、電子書籍売上は従来のオリジナル作品に加え、市場のト
レンドに合った作品（なろう系、異世界転生モノ、悪役令嬢モノ等）を
適切なタイミングでコミカライズした結果、電子コミック市場全体を超
える成長率（15％増）となりました。また、欧米を中心とした海外翻訳
出版による収入が好調に推移し売上の増加に貢献しました。

以上により、当事業の売上高は2,903,457千円（前期比9.7％増）、営
業利益は562,175千円（前期比3.8％増）となりました。
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区 分 売上高（千円） 構成比率（％）
映 像 制 作 事 業 6,106,968 54.7
出 版 事 業 2,903,457 26.0
版 権 事 業 1,853,606 16.6
そ の 他 事 業 299,667 2.7

合 計 11,163,699 100.0

[版権事業]
版権事業におきましては、「SPY × FAMILY」「進撃の巨人」「銀河

英雄伝説 Die Neue These」「攻殻機動隊」「ハイキュー!!」「アオア
シ」等のシリーズタイトルを中心に、二次利用による収益分配を計上し
ました。「SPY × FAMILY」につきましては、テレビ放送終了後も国内
外でライセンスの売上が好調に推移しております。

前期は当社グループが大きな出資割合を持つ作品群のライセンス収入
が、版権事業の収益に大きく影響を与えました。これらが落ち着いたこ
とにより、前期と比較して減収減益となりました。

以上により、当事業の売上高は1,853,606千円（前期比36.8％減）、
営業利益は476,785千円（前期比19.2％減）となりました。

[その他事業]
その他事業におきましては、雑誌のイラスト描きやキャラクターの商

品販売等により、当事業の売上高は299,667千円（前期比11.0％減）、
営業利益は5,933千円（前期は43,788千円の営業損失）となりました。

事業別売上高

　　② 設備投資の状況
当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資等

の総額は1,029,703千円で、その主なものは次のとおりであります。
映像マスター　　　　　　 353,803千円
コンテンツ資産　　　　　 369,724千円

　　③ 資金調達の状況
当連結会計年度中に、資金調達は行っておりません。
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区　分 第31期
2020年５月期

第32期
2021年５月期

第33期
2022年５月期

第34期
(当連結会計年度)
2023年５月期

売 上 高(千円) 9,062,984 9,934,081 11,872,358 11,163,699

経 常 利 益(千円) 222,861 742,389 574,468 999,736
親 会 社 株 主 に
帰 属 す る 当 期
純 利 益 又 は 親
会 社 株 主 に 帰
属 す る 当 期 純
損 失 ( △ )

(千円) △22,811 582,366 5,751 766,823

１株当たり当期純利
益又は１株当たり当
期純損失(△)

(円) △4.65 117.87 1.17 162.66

総 資 産(千円) 11,150,206 11,847,995 11,415,446 12,542,181
純 資 産(千円) 4,962,631 5,780,774 5,458,180 6,205,655
１株当たり純資産
額  (円) 1,007.70 1,136.89 1,140.60 1,299.97

(2) 企業集団の財産及び損益の状況

(注) １. １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は、期中平均発行済株式総数
に基づき算出しております。

２. １株当たり純資産額は、算定上の基礎となる期末普通株式数に従業員インセン
ティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託口が所有する当社株式を控
除対象の自己株式に含めております。

会社名 資本金 当社の議決権比率 主な事業内容
㈱プロダクション・ア
イジー 10,000千円  100.0% アニメ制作

㈱マッグガーデン 10,000千円  100.0% コミック出版
㈱ウィットスタジオ 30,000千円 　66.7% アニメ制作
㈱シグナル・エムディ 30,000千円  100.0% アニメ制作
㈱リンガ・フランカ 75,000千円 　50.0% Webマンガ運営
Production I.G., LLC 167,098米ﾄﾞﾙ  100.0% 版権

 特定完全子会社の名称  ㈱プロダクション・アイジー  ㈱マッグガーデン
 特定完全子会社の住所  東京都武蔵野市中町二丁目1番9号  東京都千代田区五番町6番地2号
 当社及び当社の完全子会社における
 特定完全子会社の株式の帳簿価額 2,501,605千円 1,062,514千円

 当社の総資産額 3,935,203千円 3,935,203千円

(3) 重要な子会社の状況

（注）当事業年度末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりであります。
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(4) 対処すべき課題
　　　当社グループが対処すべき課題と対処方針は下記のとおりであります。
　　　① クリエイターの発掘、協力会社の獲得

次世代を担うクリエイターの発掘・育成のために、人材の交流、作品
公募、制作環境やサポート体制の整備、教育者の確保に対応してまいり
ます。また、優秀な人材や協力会社の獲得のために、透明性のある契約
と成功報酬制度等、法務面の充実に継続して取り組んでまいります。

　　　② 映像制作事業の予算見積もりと管理
映像制作費用は、ＣＧ制作費や優秀なクリエイター等の外注費が高騰

し、また、制作期間が長くなっていることから、人件費を含む固定費が
増加し、当初予算見積もりより超過するようになりました。現況に合っ
た確度の高い映像制作予算の見積もりを策定し、管理体制を整え映像制
作事業の収益改善に継続して取り組んでまいります。

　　　③ 映像技術の進歩
コンピュータを使用したアニメーション制作、映画のデジタル上映化

等、映像技術は著しく進歩しております。これに伴い、コンピュータを
使った画像処理、ネットワークやサーバ等の制作環境、工程やデータの
管理等、技術の習得と人材の育成及び情報インフラの整備に継続して取
り組んでまいります。

　　　④ メディアの多様化
動画配信サービスの急激な普及により、テレビやＰＣ、スマートフォ

ン等のメディアで視聴できる環境となり、国境を越え圧倒的な量のコン
テンツを享受できる時代を迎えております。数多くのメディアで視聴で
きるようパートナー企業と協力し、分配金・印税の獲得に継続して取り
組んでまいります。

　　　⑤ 海外展開
海外パートナーとの協力関係を築き、映像制作の受注や配信等、海外

市場拡大に継続して取り組んでまいります。
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(5) 主要な事業内容（2023年５月31日現在）
① 映像制作事業

企画から編集までの一貫した制作ラインを有し、国内外からの受注や
自社原作の劇場、テレビ、配信、ビデオ用その他のアニメーション等の
映像制作事業を行っております。

② 出版事業
コミック誌、コミックス（単行本）及び関連する書籍の出版及び配信

事業を行っております。
③ 版権事業

映像制作における民法上の任意組合の性格を持つ製作委員会等へ出資
を行うことにより、二次利用に関する一部権利の販売業務及び当該出資
割合に応じた収益分配収入を得ております。

また、企画・原作・制作者等の著作者印税を得ております。
④ その他事業

イラスト描き、キャラクターグッズ等の商品販売やデジタルコンテン
ツによる収入を得ております。

名 称 所 在 地
当 社 本 社 ： 東 京 都 武 蔵 野 市
㈱プロダクション・アイジー 本 社 ： 東 京 都 武 蔵 野 市
㈱ マ ッ グ ガ ー デ ン 本 社 ： 東 京 都 千 代 田 区
㈱ ウ ィ ッ ト ス タ ジ オ 本 社 ： 東 京 都 武 蔵 野 市
㈱ シ グ ナ ル ・ エ ム デ ィ 本 社 ： 東 京 都 武 蔵 野 市
㈱ リ ン ガ ・ フ ラ ン カ 本 社 ： 東 京 都 武 蔵 野 市

(6) 主要な営業所（2023年５月31日現在）

使用人数 前連結会計年度末比増減
映像制作事業 335名 9名増
出版事業 34名 2名減
版権事業 25名 －
その他事業 1名 －
全社 5名 －

合計 400名 7名増

(7) 使用人の状況（2023年５月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

(注)使用人数にはパート、アルバイトは含んでおりません。
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使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数
4名 － 50.0歳 4.4年

② 当社の使用人の状況

(注)使用人数にはパート、アルバイトは含んでおりません。

借 入 先 借 入 残 高
㈱三井住友銀行 200,000千円

(8) 主要な借入先の状況（2023年５月31日現在）

株 主 名 持株数 持株比率
石 川 光 久 974,300株 20.2％
㈱ 電 通 グ ル ー プ 498,000株 10.3％
日 本 テ レ ビ 放 送 網 ㈱ 498,000株 10.3％
㈱ N T T ド コ モ 252,000株 5.2％
HIBIKI PATH AOBA FUND 234,947株 4.9％
保 坂 嘉 弘 132,600株 2.7％
Ｊ Ｐ モ ル ガ ン 証 券 ㈱ 121,900株 2.5％
㈱ 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（ 信 託 口 ） 119,000株 2.5％

佐 藤 　 徹 109,600株 2.3％
㈱ 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（ 信 託 E 口 ） 108,900株 2.3％

２. 会社の現況
(1) 株式の状況（2023年５月31日現在）

① 発行可能株式総数 15,000,000株
② 発行済株式の総数 5,055,400株
③ 株主数　　　　　　　　　  2,676名
④ 大株主（上位10名）

(注) １. 持株比率は自己株式(232,215株)を控除して計算しております。
２. 持株比率の計算上、株式給付ESOP信託口が所有する当社株式

108,900株を含めて計算しております。
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会社における地位
担当 氏　　名 重要な兼職の状況

当社との取引関係
代 表 取 締 役 社 長
CEO(最高経営責任者)

石 川 光 久  ㈱ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ･ｱｲｼﾞｰ代表取締役会長
 経営指導料の受取

取 締 役
COO(最高執行責任者)

保 坂 嘉 弘  ㈱ﾏｯｸﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ代表取締役会長
 経営指導料の受取

取 締 役
( 社 外 ) ( 独 立 ) 板 東 浩 二  ジャパンケーブルキャスト㈱ 取締役

 取引関係なし
常 勤 監 査 役 中 野 広 之

監 査 役
( 社 外 ) ( 独 立 ) 桶 田 大 介  ｼﾃｨﾗｲﾂ法律事務所ﾊﾟｰﾄﾅｰ

 取引関係なし
監 査 役
( 社 外 ) ( 独 立 ) 木 本 恵 輔  明星監査法人代表社員

 取引関係なし

　(2) 会社役員の状況
　　① 取締役及び監査役の状況（2023年５月31日現在）

（注）１. 取締役板東浩二氏は、社外取締役であります。
　　　２. 監査役桶田大介氏及び木本恵輔氏は、社外監査役であります｡
　　　３. 当社は、板東浩二氏、桶田大介氏及び木本恵輔氏との間で会社

法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害
賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づ
く損害賠償責任の限度額は、120万円以上又は会社法第425条
第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としておりま
す。

　　　４. 当社は、板東浩二氏、桶田大介氏及び木本恵輔氏を東京証券取
引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出
ております。

　　　５. 監査役木本恵輔氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及
び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
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区分
支給
人員

報酬の
総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

基本報酬
業績連動報酬

(賞与)
退職慰労金

取締役
(うち社外取締役)

3名
(１名)

15,400
(3,100)

7,200
(2,400)

8,200
(700)

－
(－)

監査役
(うち社外監査役)

3名
(2名)

11,640
(5,800)

9,840
(4,800)

1,800
(1,000)

－
(－)

合計
(うち社外役員)

6名
(3名)

27,040
(8,900)

17,040
(7,200)

10,000
(1,700)

－
(－)

　　② 取締役及び監査役の報酬等

（注）１. 役員報酬の限度額については2004年8月30日開催の定時株主
総会により、取締役報酬は年額200百万円以内、監査役報酬は
年額20百万円以内と決議されております。当該定時株主総会
終結時点の取締役の員数は５名(うち 社外取締役０名)でありま
す。取締役の報酬については、株主総会決議の限度内におい
て、中長期的な業績と職責を勘案した定額の基本報酬、短期的
な当事業年度の経常利益に対する貢献度に応じて評価した役員
賞与を報酬算定の基本的な方針としております。個々の取締役
の報酬については、独立社外取締役の意見を聴取したうえで、
取締役会決議に基づき、代表取締役に一任しております。

２. 2023年８月29日開催予定の第34回定時株主総会において付議
いたします役員に対する賞与支給予定額を含んでおります。

　　③ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び各監査役との間で、会社法第427条第１項の

規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任を法令が定める最低責
任限度額に限定する契約を締結しております。

　　④ 社外役員に関する事項
　　イ 重要な兼職先と当社との関係

・社外取締役及び社外監査役の重要な兼職先及び取引関係は17ページ
に記載のとおりです。
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活動状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役　板東浩二

当事業年度に開催された取締役会18回のうち18
回に出席し、経営者としての豊富な経験と幅広
い見識を活かし、客観的な立場から経営全般・
経営戦略などに関する有意義な発言を行ってお
ります。

監査役　桶田大介

当事業年度に開催された取締役会18回のうち18
回に出席し、事業内容に関して意見を述べまし
た。また、当事業年度に開催された監査役会８
回のうち８回に出席し、弁護士としての専門的
知見及び豊富な経験を活かし、客観的な立場か
ら主に事業のリスク管理や業務監査の状況に関
して、有意義な発言を行っております。

監査役　木本恵輔

当事業年度に開催された取締役会18回のうち18
回に出席し、事業内容に関して意見を述べまし
た。また、当事業年度に開催された監査役会８
回のうち８回に出席し、会計士としての専門的
知見及び豊富な経験を活かし、客観的な立場か
ら主に事業のリスク管理や業務監査の状況に関
して、有意義な発言を行っております。

　　ロ 当事業年度における主な活動状況

支払額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 36,000千円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭
そ の 他 の 財 産 上 の 利 益 の 合 計 額 37,800千円

　(3) 会計監査人の状況
　① 名称　　　　　有限責任監査法人トーマツ
　② 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づ
く監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明
確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事
業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合
計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務
遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等が適切であるかどう
かについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等
の額について同意の判断をいたしました。
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　③ 非監査業務の内容
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業

務（非監査業務）である「人的資本に係る課題整理に関する助言業務」に
ついて対価を支払っております。

　④ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任
に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する
と認められる場合、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を
解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に
招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報
告いたします。

　(4) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
【業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要】
① 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制
法令遵守と公正な倫理観が企業存続の必要条件との認識の下、当社管理

部長は監査役、内部監査室と連携しグループ全体のコンプライアンス体制
の構築、整備に努め、重要な意思決定にあたっては事前に法令及び定款に
適合しているか否かを検討し、必要に応じて取締役会に報告する。

監査役も独自にグループ会社の業務活動の法令及び定款への適合性、法
令遵守の状況について監査を行い、内部牽制の徹底のための助言、勧告等
を行う。内部監査室は、内部監査規程に基づく内部監査を実施する。

万一コンプライアンスに関連する問題が発生した場合には、その内容・
対処案が当社及び各子会社の代表取締役、取締役会、監査役に報告される
体制を構築する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会等の重要な会議議事録、取締役が職務権限規程等に基づいて決

裁した書類等を、法令の定め及び文書管理規程、稟議規程等に基づき、適
切に保存・管理（廃棄を含む）し、必要に応じて運用状況の検証、規程の
見直し等を行う。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの企業活動に関連する様々なリスクに対処するため、グル

ープ各社で稟議規程、職務権限規程等に基づき、組織的に損失の発生を未
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然に防止するものとする。リスクが発現した場合はその内容、発生する損
失の程度及び当社に対する影響等について、当社の取締役会に報告する体
制を構築し、当社取締役会を中心に損失を最小限度にとどめるために必要
な対応を早急に検討し実行する。

日常的にもグループ各社の取締役、各部門を統括する使用人は、関係規
程及びそれぞれが自部門に整備するリスクマネジメント体制の下、担当職
務の業務内容を整理し、内在するリスクを把握、評価、分析したうえで適
切な対策を実施するとともに、かかるリスクマネジメント状況を監督し、
定期的に見直す。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループの取締役は、取締役会規程、職務分掌規程、職務権限規

程、関係会社管理規程等に基づいて効率的に職務の執行を行う。加えてさ
らなる意思決定の効率化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員規程
を導入する。

毎月１回取締役会を開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況
並びに年度計画に基づく各社の業務の進捗状況を報告し、これを監視監督
する。

⑤ 当社企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社管理部長は関係会社管理規程に基づきグループ各社の業務等の把握

に努め、取締役会において、グループ各社の業績、財務状況その他重要な
事項についてグループ各社の代表取締役及び担当取締役とあわせて報告を
行い、当社企業集団における業務の適正の確保に努める。

あわせて、グループ各社の間における不適切な取引又は会計処理を防止
するため、監査役又は担当部署と十分な情報交換を行う。

⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項及び当該使用
人に対する指示の実効性の確保に関する事項
必要に応じて監査役が求めたときは監査役の職務を補助する使用人を置

くものとする。当該使用人はもっぱら監査役の指揮命令に従い必要な業務
を行うものとする。

⑦ 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助する使用人の任命、異動、評価等については、監査

役の同意を得るものとする。
⑧ グループ各社の取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制、

その他の監査役への報告に関する体制及び当該報告をした者が報告をし
たことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
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グループ各社の取締役及び使用人等は、グループの経営に重大な損失を
与える事項又はそのおそれがあるとき、取締役及び使用人による違法や不
正行為を発見したときは速やかに監査役に報告する。監査役は当該報告内
容、業務の執行状況等を把握するため、必要に応じて取締役及び使用人等
にその説明を求めることができる。

また、当該報告を行ったものに対し、そのために不利な取扱いを行うこ
とを禁止する。

⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の
当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する
事項
監査役からその職務の執行について生ずる費用の前払又は債務の処理の

請求があった場合には、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められ
た場合を除き、直ちにこれを負担する。

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等

について意見交換を行う。また、重要な意思決定の過程等を把握するた
め、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等にその説明を
求めることができる。

内部監査室は、内部監査規程に基づき監査役と積極的に情報交換し、相
互に効率的な監査業務を遂行できるよう連携する。
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　【業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要】
 ① 当社管理部長を中心に監査役、内部監査室と連携してグループ全体のコン

プライアンス体制の整備に努めている。取締役会も毎月１回開催し、重要
な意思決定、業務執行状況や年度計画に基づく各社の業務の進捗状況の報
告を行い、グループ全体の業務の適正性、職務執行の効率性を監視監督し
ている。反社会的勢力への対応については、契約書等への暴力団排除条項
の挿入をはじめとした取組みを実施している。

開催された取締役会については議事録を作成し、社長決裁の決裁資料等
とともに文書管理規程に基づいて事務局により適切に保存を行っている。

損失の危険についてはグループ各社で規程に基づき組織的に損失の未然
防止に努めるとともに、リスクが発現するおそれが確認された場合は速や
かに当社の取締役会に報告し、対策の検討を行った。

グループ各社での不適切な取引又は会計処理の防止も含め、内部監査部
門による定期的な内部統制監査も実施している。

 ② 監査役の監査が実効的に行われるために、監査役は内部監査室と連携し、
取締役会等の重要な会議への出席、代表取締役社長との定期的な会合を行
い、監査上の重要課題、重要な意思決定の過程等を随時把握している。

また、グループ各社の経営に重大な損失を与える事項又はそのおそれが
あるときは監査役に報告する旨を周知し、監査役も必要に応じて取締役及
び使用人に説明を求め監査を行った。

監査のために人員が必要な場合は監査役の求めに応じて監査役の職務を
補助する使用人を置いて補助を行うとともに、監査のために必要となる費
用はその適正性に留意しながら監査役から請求があった場合は法令に則っ
て前払又は償還した。
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（2023年５月31日現在） (単位：千円)
科 目 金 額 科 目 金 額
（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形、売掛金
及 び 契 約 資 産

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

貯 蔵 品

前 渡 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

土 地

映 像 マ ス タ ー

そ の 他

無 形 固 定 資 産

コ ン テ ン ツ 資 産

そ の 他

投 資そ の 他の 資 産

投 資 有 価 証 券

そ の 他　

9,872,599

6,128,409

3,168,791

109,526

14,636

9,794

34,631

407,208

△398

2,669,581

1,589,924

516,920

651,249

255,011

166,742

412,919

383,675

29,243

666,738

246,429

420,308　

流 動 負 債 5,818,907
買 掛 金 760,925
未 払 金 381,862
未 払 印 税 729,212
未 払 法 人 税 等 115,832
前 受 金 2,004,945
預 り 金 936,851
役 員 賞 与 引 当 金 109,212
株 式 給 付 引 当 金 105,966
受 注 損 失 引 当 金 155,750
そ の 他 518,347

固 定 負 債 517,618
長 期 借 入 金 200,000
退職給付に係る負債 102,571
役員退職慰労引当金 86,287
そ の 他 128,759

負 債 合 計 6,336,525
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 6,120,830
資 本 金 781,500
資 本 剰 余 金 2,186,440
利 益 剰 余 金 3,688,922
自 己 株 式 △536,032

その他の包括利益
累 計 額 7,604

為 替換 算 調整 勘 定 7,604
非 支 配 株 主 持 分 77,219
純 資 産 合 計 6,205,655

資 産 合 計 12,542,181 負 債 ・ 純 資 産 合 計 12,542,181

連結貸借対照表

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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(自　2022年 6 月 1 日
至　2023年 5 月31日)

（単位：千円）
科 目 金 額
売 上 高 11,163,699
売 上 原 価 8,437,353

売 上 総 利 益 2,726,346
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,734,962

営 業 利 益 991,384
営 業 外 収 益

受 取 利 息 668
受 取 賃 貸 料 21,668
受 取 手 数 料 16,880
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 3,129
補 助 金 収 入 3,513
そ の 他 6,676 52,537

営 業 外 費 用
支 払 利 息 612
為 替 差 損 1,177
賃 貸 収 入 原 価 39,140
投 資 事 業 組 合 運 用 損 2,589
そ の 他 665 44,185

経 常 利 益 999,736
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 729 729
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 999,007
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 238,483
法 人 税 等 調 整 額 △2,567 235,916
当 期 純 利 益 763,091
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 損 失 ( △ ) △3,732
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 766,823

連結損益計算書

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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株　主　資　本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2022年６月１日 残高 781,500 2,186,440 2,946,214 △535,876 5,378,279
連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △24,116 △24,116
自己株式の取得 △156 △156
親会社株主に帰属する当
期純利益 766,823 766,823

株主資本以外の項目の連
結会計年度中の変動額
(純額)

－

連結会計年度中の変動額
合計 － － 742,707 △156 742,551

2023年５月31日 残高 781,500 2,186,440 3,688,922 △536,032 6,120,830

その他の包括利益累計額 非支配株主
持分 純資産合計為替換算

調整勘定
その他の包括利
益累計額合計

2022年６月１日 残高 △1,051 △1,051 80,952 5,458,180
連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △24,116
自己株式の取得 △156
親会社株主に帰属する当
期純利益 766,823

株主資本以外の項目の連
結会計年度中の変動額
(純額)

8,656 8,656 △3,732 4,924

連結会計年度中の変動額
合計 8,656 8,656 △3,732 747,475

2023年５月31日 残高 7,604 7,604 77,219 6,205,655

連結株主資本等変動計算書
 (自　2022年６月１日　至　2023年５月31日)

   （単位：千円)

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連結注記表
(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記)
１. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社　６社
連結子会社の名称

㈱プロダクション・アイジー
㈱マッグガーデン
㈱ウィットスタジオ
㈱シグナル・エムディ
㈱リンガ・フランカ
Production I.G.,LLC

前 連 結 会 計 年 度 に お い て 連 結 子 会 社 で あ り ま し た 「Great 
Pretenders」製作委員会は、重要性が乏しくなったため、連結の範囲か
ら除外しております。

(2) 非連結子会社
主要な非連結子会社等の名称

Great Pretenders 製作委員会
連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見
合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、連結計算書類に重要な
影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。

２. 持分法の適用に関する事項
(1）持分法を適用した非連結子会社

該当事項はありません。

(2）持分法を適用した関連会社　９社
会社の名称

蒼穹のファフナー THE BEYOND 製作委員会
シネマラボ 製作委員会
魔法使いの嫁OAD 西の少年と青嵐の騎士 製作委員会
㈱オルタナ
㈱JOEN
銀河英雄伝説２ 製作委員会
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BUBBLE 製作委員会
やがて海へと届く 製作委員会
蒼穹のファフナー BEHIND THE LINE 製作委員会
　前連結会計年度において持分法の適用対象でありました「Vivy -
Fluorite Eye's Song-」製作委員会は、当期純損益(持分に見合う額)及
び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても
連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性が
ないため持分法の適用範囲から除外しております。また、新たに出資し
た「蒼穹のファフナー BEHIND THE LINE」製作委員会の１社を持分
法の適用範囲に含めております。

(3）持分法を適用していない非連結子会社
持分法を適用しない非連結子会社のうち主要な会社等の名称

Great Pretenders 製作委員会
連結の範囲から除いた理由

持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益(持分に見合う
額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除い
ても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要
性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

３. 会計方針に関する事項
(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

イ 有価証券
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。
ロ 棚卸資産

映像制作
　商　　　　　品 最終仕入原価法(収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法)を採用しております。

　貯　　蔵　　品 最終仕入原価法(収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法)を採用しております。
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出　　版
　製　　　　　品 総平均法による原価法(収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法)を採用しております。
　仕　　掛　　品 総平均法による原価法(収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法)を採用しております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法(ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設
備を除く）及び2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構
築物については、定額法)を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物　　　　　　　３～50年
車両運搬具　　　　　　　　　４～６年
器具備品　　　　　　　　　　２～15年
映像マスター　　　　　　　　　　１年

ロ 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、耐用年数については、自社利用のソフトウェアは社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づいており、コンテンツ資産は１年であ
ります。

ハ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用
しております。

(3）重要な引当金の計上基準
イ 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績
率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基

づき当連結会計年度に見合う分を計上しております。
ハ 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づ
き当連結会計年度に見合う分を計上しております。

ニ 受注損失引当金
受注案件に係る将来の損失に備えるため、受注済案件のうち当連結
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会計年度末において将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理
的に見積ることが可能なものについては、翌連結会計年度以降に発生
が見込まれる損失額を引当計上しております。

ホ 株式給付引当金
株式給付規程に基づく従業員等への当社株式の給付に備えるため、

当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上してお
ります。

ヘ 役員退職慰労引当金
連結子会社の一部は役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規

に基づき当連結会計年度末要支給額を計上しております。

(4）重要な収益及び費用の計上基準
イ 映像制作事業

映像制作事業においては、主にアニメーションの制作を請負ってお
ります。

受注先は、テレビ、劇場、ОVＡ用のアニメーションのほとんどが
製作委員会となっており、配信用のオリジナルアニメーションは配信
会社より、ゲーム、ＣМ、遊技機用のアニメーションは、クライアン
ト及び広告会社等から請負っております。

請負による映像作品の制作については、一定の期間にわたり充足さ
れる履行義務と判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該
進捗度に基づき一定期間にわたって収益を認識しております。履行義
務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した
制作原価が、見積総原価に占める割合に基づいて行っております。ま
た、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができない
が、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準
にて収益を認識しております。なお、制作期間がごく短い場合には、
「収益認識に関する会計基準の適用指針」第95項に定める代替的な
取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、映像素材を納
品した時点で収益を認識しております。

ロ 出版事業
出版事業においては、主にコミック誌(雑誌・定期刊行物)、コミッ

クス(単行本)及びイラスト集等の関連書籍の出版販売、当社著作物の
電子書籍配信許諾を行っております。

出版販売については、顧客に商品を引き渡した時点で履行義務を充
足したと判断し、一時点で収益を認識しております。電子書籍配信許
諾については、ライセンスを顧客に供与する際の約束の性質が、ライ
センスが供与される時点で知的財産を使用する権利に該当するため、
一時点で収益を認識しております。
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収益は顧客との契約において約束された対価から、将来予想される
返品等を控除し金額で測定しております。また、顧客に支払う割戻し
や運賃協力金等も収益から控除しております。

ハ 版権事業
版権事業においては、映像制作事業で制作を請け負ったアニメーシ

ョン作品の製作委員会(注)等への出資を通じた著作権の保有やオリジ
ナルコンテンツの自社制作を行っております。

製作委員会への出資を通じた著作権の保有については、製作委員会
の窓口業務として国内外へ作品の二次利用に関する自動公衆送信権、
商品化権等の権利の販売業務を行っているほか、製作委員会への出資
割合に応じた収益分配収入を得ております。オリジナルコンテンツに
ついては配信会社等に映像配信権を許諾することによるライセンス収
入を得ております。

製作委員会への出資に対する収益分配収入については、「金融商品
に関する会計基準」第132項に基づき、製作委員会の窓口業務を行っ
ている各事業者から収益分配報告書を受領した時点で、製作委員会が
獲得した純利益のうち当社出資割合に応じた持分相当額の収益を認識
しております。

オリジナルコンテンツのライセンス許諾については、ライセンスを
顧客に供与する際の約束の性質が、ライセンスが供与される時点で知
的財産を使用する権利に該当するため、一時点で収益を認識しており
ます。
(注) 「製作委員会」とは、アニメーションや映画の製作資金を効率

的に調達することを目的に映像作品ビジネスに精通する複数の
事業者から出資を募り、出資割合によって共同で著作権を保有
する団体であり、その多くは民法上の任意組合の性格を持ち、
各事業者がそれぞれ得意とする事業領域において窓口業務を担
うことによって、収益の最大化を図る目的で組成しておりま
す。

(5）その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
イ 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期
末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用
しております。

ロ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により、円貨に

換算し、換算差額は損益として処理しております。
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(会計上の見積りに関する注記)
受注損失引当金

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
受注損失引当金　　155,750千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、映像制作事業における作品ごとの見積総原価が受注

金額を超過する可能性が高く、予想される損失額を合理的に見積ること
ができる場合に、将来の損失見込額を受注損失引当金として計上してお
ります。

見積総原価は主に労務費及び外注費等により構成されており、労務費
及び外注費等の見積りに係る主要な仮定としては、納品予定月及び制作
工数が挙げられます。納品予定月及び制作工数は、作品ごとの公開スケ
ジュール、直近の制作状況、過去の実績等に基づき算定しております
が、想定外の事象の発生等により、見積りを超えた原価が発生する場合
は、当社グループの業績を変動させる可能性があります。

(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31
号　2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当連
結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に定める
経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方
針を将来にわたって適用することといたしました。なお、連結計算書類に与
える影響はありません。

(追加情報)
（株式給付信託 (J-ESOP)）

(1) 取引の概要
当社は、2013年12月20日開催の取締役会において、当社の株価や業

績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共
有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高める
ため、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株
式給付信託（J-ESOP）」（以下「本制度」といいます。）の導入を決議
しました。

本制度は、予め当社グループが定めた株式給付規程に基づき、一定の
要件を満たした当社の従業員及び当社グループ会社の役職員（以下「従
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業員等」といいます。）に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社グループは、従業員等に対し個人の貢献度等に応じてポイントを

付与し、一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイント
に相当する当社株式を在職時に無償で給付します。従業員等に対し給付
する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得
し、信託財産として分別管理するものとします。

本制度の導入により、従業員等の株価及び業績向上への関心が高ま
り、これまで以上に意欲的に業務に取組み、中長期的な事業拡大及び将
来の当社グループ経営を担う有能な人材の確保が期待されます。

当社株式の取得及び処分については、当社と信託口は一体であるとす
る会計処理をしております。従って、信託口が所有する当社株式を含む
資産及び負債並びに損益については連結貸借対照表、連結損益計算書及
び連結株主資本等変動計算書に含めて計上しております。

(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額により純資産の部

に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式
数は、当連結会計年度189,486千円、108,900株であります。

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積りについて)
新型コロナウイルス感染症拡大により、緊急事態宣言の発令等経済活動が制

限され、ポストプロダクションの工程の遅れや劇場公開の延期により、業績に
影響が出ましたが、経済活動の再開に伴い徐々に回復傾向で推移いたしまし
た。

当社グループにおいては、新型コロナウイルス感染症の影響について、連結
計算書類作成時に入手可能な情報に基づき、2024年５月期も引き続き回復基
調に向かうものと仮定し､受注損失引当金等の会計上の見積りを行っておりま
す｡

(連結貸借対照表に関する注記)
１. 担保に供している資産及び担保に係る債務
　担保に供している資産
　　　　　　　　　　　　　　 建物及び構築物　　　　　　　 291,292千円
　　　　　　　　　　　　　　 土地　　　　　　　　　　　　 419,842千円
　　　　　　　　　　　　　　　 計　　　　　　　　　　　　 711,134千円

（注）当該担保提供資産は、金融機関借入に対する担保提供であります。当連結会計
年度末現在、対応債務はありませんが、将来の借入に備えております。
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区分  資産の種類
期末減価償却累計額

(千円)

 有形固定資産

 建物及び構築物 528,867
 映像マスター 8,516,285
 その他 255,921
 計 9,301,074

２. 直接控除した各資産に係る減価償却累計額

３. 受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び
契約資産の金額は、それぞれ以下のとおりであります。

売掛金　　　　　　　　　 2,070,977千円
契約資産　　　　　　　　 1,097,814千円

(連結損益計算書に関する注記)
顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区
分して記載しておりません。

顧客との契約から生じる収益の金額は、連結注記表（収益認識に関する注
記）「１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しておりま
す。
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当連結会計年度期首
株式数
(株)

当連結会計年度
増加株式数

(株)

当連結会計年度
減少株式数

(株)

当連結会計年度末
株式数
(株)

 発行済株式
 　　普通株式 5,055,400 － － 5,055,400

(決議) 株式の種類 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日

2022年８月30日
定時株主総会 普通株式 24,116千円 5円 2022年５月31日 2022年８月31日

(決議予定) 株式の種類 配当の原資 配当金
の総額

１株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2023年８月29日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 192,927千円 40円 2023年５月31日 2023年８月30日

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)
１. 発行済株式の総数に関する事項

２. 剰余金の配当に関する事項
　(1) 配当金支払額

（注）配当金の総額には、「株式給付信託（J-ESOP）」の導入において設定した㈱日本
カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式に対する配当金544千円を含めて記
載しております。

　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連
結会計年度となるもの

（注）配当金の総額には、「株式給付信託（J-ESOP）」の導入において設定した㈱日本
カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式に対する配当金4,356千円を含めて
記載しております。

(金融商品に関する注記)
１. 金融商品の状況に関する事項

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されており
ます。

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変
動リスクに晒されております。

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが１年以内の支払期日
であります。

２. 金融商品の時価等に関する事項
2023年５月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額に

ついては、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表に
は含まれておりません((注)を参照ください)。また、「現金及び預金」「受取
手形、売掛金及び契約資産」「買掛金」「未払金」「未払印税」及び「未払
法人税等」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に
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連結貸借対照表計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

長期借入金 200,000 199,322 △677

区分 連結貸借対照表計上額 (千円)
非上場株式 165,472
投資事業有限責任組合への出資 80,957

区分 時価　（千円）
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 199,322 － 199,322
合計 － 199,322 － 199,322

近似するものであることから、記載を省略しております。

(注)市場価格のない株式等

これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見
積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められること
から、時価開示の対象とはしておりません。

３. 金融商品の時価のレベルごとの内容等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性

に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な

市場において形成される当該時価の算定の対象となる資
産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル
１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用
いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算
定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合に
は、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定におけ
る優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価をもって連結貸借対表額計上額としない金融資産及び金融負債
当連結会計年度（2023年５月31日）

(注) 長期借入金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定さ
れる利率で割り引いた現在価値により算定しており、その時価をレベル２の時価
に分類しております。
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報告セグメント
その他 合計映像制作

事業 出版事業 版権事業 計

売上高

TV・配信・ビデ
オ用のアニメ映
像制作

4,711,839 － － 4,711,839 － 4,711,839

劇場用のアニメ
映像制作 897,119 － － 897,119 － 897,119

その他のアニメ
映像制作 360,901 － － 360,901 － 360,901

コミック・書籍
の出版販売 － 722,356 － 722,356 － 722,356

電子書籍の販売 － 1,809,028 － 1,809,028 － 1,809,028
映像コンテンツ
の版権料 － － 798,509 798,509 － 798,509

出版物に係る原
作印税収入 － － 233,375 233,375 － 233,375

その他 137,108 372,071 38,209 547,390 299,667 847,057
顧客との契約か
ら生じる収益 6,106,968 2,903,457 1,070,095 10,080,520 299,667 10,380,187

その他の収益 － － 783,511 783,511 － 783,511
外部顧客への売
上高 6,106,968 2,903,457 1,853,606 10,864,032 299,667 11,163,699

(収益認識に関する注記)
１. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位:千円)

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、原稿
(雑誌のイラスト)や商品販売等を行っています。

２．「その他の収益」には、製作委員会への出資から生じる収益の分配等の企業会計
基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益を含んでおります。

２. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、(連結計

算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記)「３.会計方針に関
する事項　(4）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりでありま
す。
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当連結会計年度
期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 千円 千円
売掛金 2,229,770 2,070,977

契約資産 1,043,094 1,097,814
契約負債

前受金 1,630,220 2,004,945

当連結会計年度
１年以内 9,531,473 千円
１年超 4,337,977
合計 13,869,450

３. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情
報

（1）契約資産及び契約負債の残高等

契約資産は、映像制作事業における映像作品の制作請負契約において、未請求の
映像作品の制作に係る対価に対する当社グループの権利に関するものであります。
契約資産は対価に対する当社グループの権利が無条件となった時点で顧客との契約
から生じた債権に振り替えられます。

契約負債は、主に、映像制作事業において映像作品の制作請負契約において、支
払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、
収益の認識に伴い取り崩されます。

当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれ
ていた額は、1,615,986千円であります。

契約資産及び契約負債の増減は、映像作品の制作請負契約に係る収益の認識及び
前受金の受取によるものであります。

過去の期間に充足（又は部分的）に充足した履行義務から、当連結会計年度に認
識した収益（主に、取引価格の変動）の額に重要性はありません。

（2）残存履行義務に配分した取引価格

当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって、実務上
の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象
には含めておりません。

残存履行義務に配分した取引価格は、当連結会計年度末日現在、当社グループが
受注済みの映像制作事業における映像作品の制作請負契約に係る取引価格のうち、
収益を認識していない取引価格の総額であります。
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１株当たり純資産額 1,299円97銭
１株当たり当期純利益 162円66銭

(１株当たり情報に関する注記)

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数及び１株当た
り当期純利益の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数については、
従業員インセンティブプラン「株式給付信託（J-ESOP）」制度の信託財産
として、㈱日本カストディ銀行(信託E口)が所有している当社株式を控除対
象の自己株式に含めて算定しております。
１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は
341,115株であり、１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式
の期中平均株式数は341,071株であります。

(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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（2023年５月31日現在） （単位：千円）
科 　 　 　 目 金　　　額 科 　 　 　 目 金　　　額

（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

前 払 費 用

関係会社未収入金

未 収 法 人 税 等

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投資その他の資産

関 係 会 社 株 式

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

　

269,069

166,001

562

99,172

1,960

1,373

3,666,133

332

332

3

3

3,665,798

3,641,282

18,258

6,257

　

流 動 負 債 146,891

未 払 金 8,346

未 払 費 用 6,723

未 払 法 人 税 等 4,642

預 り 金 2,415

役 員賞与引当金 10,000

株 式給付引当金 105,966

そ の 他 8,797

固 定 負 債 458,017

長 期 借 入 金 455,000

退 職給付引当金 3,017

負 債 合 計 604,908

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 3,330,294

資 本 金 781,500

資 本 剰 余 金 2,162,062

資 本 準 備 金 1,952,715

その他資本剰余金 209,347

利 益 剰 余 金 922,763

利 益 準 備 金 2,452

その他利益剰余金 920,311

別 途 積 立 金 140,000

繰越利益剰余金 780,311

自 己 株 式 △536,032

純 資 産 合 計 3,330,294

資 産 合 計 3,935,203 負 債 ・ 純 資 産 合 計 3,935,203

貸借対照表

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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(自　2022年 6 月 1 日
至　2023年 5 月31日)

（単位：千円）
科 目 金 額

営 業 収 益 167,400

営 業 費 用 141,985

営 業 利 益 25,414

営 業 外 収 益

受 取 配 当 金 36,000

そ の 他 6 36,006

営 業 外 費 用

支 払 利 息 3,179

そ の 他 0 3,180

経 常 利 益 58,241

税 引 前 当 期 純 利 益 58,241

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 8,060

法 人 税 等 調 整 額 △11,868 △3,807

当 期 純 利 益 62,048

損益計算書

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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株　主　資　本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本
準備金

その他
資本

剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計

別途
積立金

繰越
利益

剰余金
2022年６月１日残高 781,5001,952,715 209,3472,162,062 2,452 140,000 742,378 884,831
事業年度中の変動額

剰余金の配当 △24,116 △24,116
当期純利益 62,048 62,048
自己株式の取得 －

事業年度中の変動額合
計

－ － － － － － 37,932 37,932

2023年５月31日残高 781,5001,952,715 209,3472,162,062 2,452 140,000 780,311 922,763

株主資本 純資産
合計自己株式 株主資本

合計
2022年６月１日残高 △535,876 3,292,518 3,292,518
事業年度中の変動額

剰余金の配当 △24,116 △24,116
当期純利益 62,048 62,048
自己株式の取得 △156 △156 △156

事業年度中の変動額合
計

△156 37,776 37,776

2023年５月31日残高 △536,032 3,330,294 3,330,294

株主資本等変動計算書
 (自　2022年６月１日　至　2023年５月31日)

   （単位：千円)

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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個別注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
１. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。

２. 重要な固定資産の減価償却の方法
有形固定資産

定率法を採用しております。

３. 重要な引当金の計上基準
イ 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基
づき当事業年度に見合う分を計上しております。

ロ 株式給付引当金
株式給付規程に基づく当社従業員への当社株式の給付に備えるた

め、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上して
おります。

ハ 株式給付引当金
退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る

期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を
適用しております。

４. 収益及び費用の計上基準
当社における顧客との契約から生じる収益は、主にグループ会社への経

営指導料となります。
当社は、グループ会社との経営指導に係る契約に基づき、各社に対し経

営・企画等の指導を行うことを履行義務として識別しております。
当該取引は、顧客との契約における義務を履行するにつれて顧客が便益

を享受するものであることから、役務を提供する期間にわたり収益を認識
しています。

５. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理の方法

退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己
都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しており
ます。
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(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　

2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年
度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に定める経過的な
取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来に
わたって適用することといたしました。なお、計算書類に与える影響はありま
せん。

(表示方法の変更)
(貸借対照表)

前事業年度において「流動資産」の「その他」に含めていた「関係会社未
収入金」602千円と、「投資その他の資産」の「その他」に含めていた「繰
延税金資産」6,390千円は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区
分掲記することとしました。

(会計上の見積りに関する注記)
関係会社株式の評価
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式　　3,641,282千円
なお、当事業年度において関係会社株式評価損は発生しておりませ

ん。

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
市場価格のない関係会社株式については、実質価額が取得価額に比べ

著しく低下したと認められる場合、投資先の事業計画等により回収可能
性を検討したうえで、回収可能価額又は１株当たり純資産額まで評価損
を計上する方針としております。

また、将来、投資先の業績不振等により、現在の帳簿価額に反映され
ていない損失が生じ、関係会社株式評価損を計上する可能性がありま
す。

(追加情報)
(株式給付信託 (J-ESOP))

「株式給付信託 (J-ESOP)」に関する会計処理について、「連結注記表(追加情
報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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短期金銭債権 99,314千円
短期金銭債務 116千円
長期金銭債権 －千円
長期金銭債務 455,000千円

(貸借対照表に関する注記)
 １. 有形固定資産の減価償却累計額　　　2,813千円

 ２. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

営業収益 167,400千円
営業費用 △10,383千円

営業外収益 36,000千円
営業外費用 3,179千円

(損益計算書に関する注記)
１. 関係会社との営業取引による取引高の総額

２. 関係会社との営業外取引による取引高の総額

当事業年度期首
株式数
(株)

当事業年度
増加株式数

(株)

当事業年度
減少株式数

(株)

当事業年度末
株式数
(株)

自己株式
　普通株式

(注) 341,033 82 － 341,115

(株主資本等変動計算書に関する注記)
自己株式の数に関する事項

(注) 「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産として、信託口が所有する当社株式
108,900株については、自己株式に含めております。
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繰延税金資産
未払費用 3,769千円
未払事業税 788
会社分割による子会社株式 74,320
関係会社株式評価損 37,612
繰越欠損金 11,249
その他 3,374
繰延税金資産小計 131,116
将来減算一時差異等の合計
に係る評価性引当額 △112,857

評価性引当額小計 △112,857
繰延税金資産合計 18,258
繰延税金資産の純額 18,258

(税効果会計に関する注記)
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

(収益認識に関する注記)
収益を理解するための基礎となる情報は（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）「4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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種類 会社等
の名称

議決権等の
所有(被所
有)の割合

(％)

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

(千円) 科目 期末残高
(千円)

子会社

㈱プロダ
クショ
ン・アイ
ジー

100.0
(－)

役員兼任
2名
経営指導

経営指導料の
受取 71,064 － －

従業員への当
社株式の給付 － 未収入金 49,764

資金の借入 － 長期借入金 75,000
利息の支払 899 － －

子会社 ㈱マッグ
ガーデン

100.0
(－)

役員兼任
1名
経営指導

経営指導料の
受取 45,450 － －

従業員への当
社株式の給付 － 未収入金 33,408

資金の借入 － 長期借入金 380,000
利息の支払 2,280 － －

子会社
㈱ウィッ
トスタジ
オ

66.7
(－) 経営指導

経営指導料の
受取 32,706 － －

従業員への当
社株式の給付 － 未収入金 13,572

子会社
㈱シグナ
ル・エム
ディ

100.0
(－)

役員兼任
1名
経営指導

経営指導料の
受取 13,962 － －

従業員への当
社株式の給付 － 未収入金 1,218

子会社
㈱リン
ガ・フラ
ンカ

50.0
(－)

役員兼任
1名
経営指導

経営指導料の
受取 4,218 － －

(関連当事者との取引に関する注記)
 　子会社等

(注) 取引条件及びその決定方針
㈱プロダクション・アイジー、㈱マッグガーデン、㈱ウィットスタジオ、㈱シグナル・
エムディ及び㈱リンガ・フランカの経営指導料については、当社において発生が見込ま
れる管理費用等の負担額を勘案して決定しております。
その他の取引については、市場価格を参考に一般取引条件と同様に決定しております。
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１株当たり純資産額 706円43銭
１株当たり当期純利益 13円16銭

(１株当たり情報に関する注記)

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数及び１株当
たり当期純利益の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数について
は、従業員インセンティブプラン「株式給付信託（J-ESOP）」制度の信託
財産として、㈱日本カストディ銀行（信託E口）が所有している当社株式を
控除対象の自己株式に含めて算定しております。
１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は
341,115株であり、１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株
式の期中平均株式数は341,071株であります。

(重要な後発事象）
該当事項はありません。

－ 48 －



株式会社　ＩＧポート

取締役会　御中

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 後 藤 　 英 俊

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 原 　 康 二

独立監査人の監査報告書
2023年７月21日

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ
　　　東　　京　　事　　務　　所

　監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ＩＧポートの2022年6月1日か
ら2023年5月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益
計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、株式会社ＩＧポート及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に
係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結
子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告
プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、
当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に
おいて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要
な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重
要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合
には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結
計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任が
ある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により
発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与え
ると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表
示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい
るかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十
分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及
び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。

以　上
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株式会社　ＩＧポート

取締役会　御中

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 後 藤 　 英 俊

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 原 　 康 二

独立監査人の監査報告書

2023年７月21日

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ
　　　東　　京　　事　　務　　所

　監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ＩＧポートの2022年6月1

日から2023年5月31日までの第34期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容
を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監
査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構
成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2022年６月１日から2023年５月31日までの第34期事業年度の取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議のうえ、本監査報告書を作成し、以
下のとおり報告いたします。
１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(１)　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に
ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。

(２)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環
境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

　①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業
所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取
締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を
受けました。

　②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために
必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取
締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい
て、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に
応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

　③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17
年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明
を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書
類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討
いたしました。

２. 監査の結果
(１)事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘す
べき事項は認められません。

(２)計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(３)連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

常 勤 監 査 役 中 野 広 之 ㊞
社 外 監 査 役 桶 田 大 介 ㊞
社 外 監 査 役 木 本 恵 輔 ㊞

2023年７月26日
株式会社ＩＧポート 監査役会
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株主総会会場ご案内図

場　所：〒181-8525
東京都三鷹市下連雀三丁目38番４号
三鷹産業プラザ　７階　703-705会議室
電　　話　0422－40－9911

三井住友銀行

三鷹駅

三鷹産業プラザ

ＪＲ中央線至武蔵境

みずほ銀行
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マクド
ナルド

東急
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フルーツの一富士

三鷹産業プラザ東交差点

三鷹駅南口より徒歩10分

郵便局

商工会館
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※会場へのお車でのご来場はご遠慮下さいますようお願い申し上げます。


